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※注：原状回復について

※届出時期・方法について

…

…

…

　次年度の契約更新を希望しない方は、下記用紙にご記入の上、1月末までに弊社へご
送付下さい。

農園利用解約届

　次年度（毎年4月1日～翌年3月31日）の農園利用契約を更新しませんので、本書をもっ
て届出ます。

記

農園名称

区画番号

原状回復作業の別

ご記入日

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）農園

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）番

（管理者に委託　・　自分で元に戻す）※注

令和（　　　　）年（　　　　）月（　　　　）日

ご契約者名

上記事項を漏れなくご記入いただければ、メール、ハガキ可。
※弊社にて確認後、2月以降に解約手続き書類を送付致します。2月15日
迄に書類が届かない場合は、弊社までご連絡ください。

　ご返還の際には当初の状態にお戻しいただきます（区画上の作物・雑草の撤去、
整地等）。これらの作業を「管理者に委託する」際は、１㎡当り100円必要です。「ご自
分で元に戻す」際は、管理者との現地立会いが必要です。

届出時期

届出方法

届出先 〒540-0035大阪市中央区釣鐘町2丁目1番4号
ビルハイタウン602号
株式会社シード･タウンマネジメント　宛

tel 06-6920-8670　fax 06-6920-8673
email　　seedtm@aurora.ocn.ne.jp
HP　　http://www.seednoen.com/

1月31日まで

郵送又はＦＡＸによる。


